






































































































































































































































































































































































































































































































































第 9 条 （除 名）

会員・賛助会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合には， 理事会の議を経て， 除名する事が

出来る。

第 10 条 （名誉会員）

本会に永年に亘る貢献の認められた会員を理事会の推薦により， 評議員会， 総会の議を経て

名誉会員とする。

2) 名誉会員は， 会費の納入を必要としない。

第4 役 員

第 11条 （役 員）

本会は次の役員を置く。

1)理 事 長 1名

2) 副理事長 1 名

3)理 事 若干名

4) 監 事 2 名

第12条 （役員の選出）

役員の選出は次の通りとする。

1)理事長及び副理事長は， 理事の互選により選出する。

2)理事及び監事は， 別に定める規定により評議員の中から選出し， 理事長が委嘱する。但し，

理事については任期中の欠員は補充しない。

第 13条 （役員の任期）

役員の任期は 3年とし， 再任を妨げない。但し， 引続き6年を超えて在任する事が出来ない。

2)理事長， 副理事長， 監事に事故ある時は， 評議員会の議を経て交代する事が出来る。 その

場合の任期は， 残余の期間とする。

第 14 条 （理事及び理事会）

本会は， 会務を掌理する為に理事を置き， 理事会を組織する。

2)理事長は， 本会を代表し会務を総理する。

3)副理事長は理事長を補佐し， 理事長事故ある時はこれを代行する。

4)理事会は， 理事長が必要に応じ招集し， 議長は理事長が当たる。

5)理事会は， 理事の過半数以上の出席がなければ， 議事を開き議決する事は出来ない。

6) 理事の中から常任理事若干名を互選し， 本会の総務， 会計， 渉外， 編集， 奨学会などの企

画運営を担当する。

7)企画運営に当たり， 必要に応じて委員会を組織する。

この委員会規定は別に定める。

第15 条 （監 事）

監事は， 本会の会計及び資産を監査する。

2) 監事は， 理事会に出席する事が出来る。
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第5章 評 議

第16条（評議員及び評議員会）

本会は， 理事長の諮問に応じ重要事項を審議する為評議員を置き， 評議員会を組織する。

2) 評議員会は， 年 1回定例に理事長が招集し， 議長は理事長が当たる。

3)評議員の3分の2 から請求があり， 且つ理事会が必要と認めた場合は， 理事長は臨事に評

議員会を招集しなくてはならない。

4)評議員会は， 評議員の過半数以上の出席がなければ議事を開き， 議決する事は出来ない。

第17条 （評議員の選出）

評議員は別に定める規定により会員の中から選出し理事長が委嘱する。 但し， 任期中の欠員

は補充しない。

2) 評議員の任期は 3 年とし， 再任を妨げない。 但し， 引続き 6 年を超えて在任する事が出来

ない。

第 6章 学術集会会長

第18条 （学術集会会長）

本会は， 毎年1回学術集会を主宰する為に学術集会会長を置く。

第19条 （学術集会会長の選出及び任期）

学術集会会長は， 理事会の推薦により評議員会で会員の中から選出し総会の承認を得る。

2) 任期は 1 年とする。

3)学術集会会長は， 理事会・評議員会に出席する事が出来る。

第20条 （総 会）

第 7章 総 会

本会の総会は， 毎年1回， 理事長が招集して開催する。

2)理事会が必要と認めた場合， 評議員会の議決のあった場合及び会員の過半数以上から目的

を示して総会の開催の請求のあった場合には， 理事長は， 臨時総会を開催しなくてはなら

ない。

3) 総会は会員の10分の 1 以上の出席がなければ議事を開き議決する事は出来ない。

4)総会の議長は学術集会会長が当たる。 議事は出席会員の過半数をもって決し， 賛否同数の

場合は議長が決する。

第8章 地 方 会

第21条 （地 方 会）

本会の目的に則して， 地方活動を行う為に， 地方会を組織する事が出来る。

2)地方会の名称は， 日本看護研究学会を冠した地方会とする。

3)地方会の役員又は世話人に， 当該地区の理事を含めなければならない。

4)地方会の運営については， 夫々において別に定める。
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第 9 章 会 計

第22条 （会 計）

本会の運営は， 入会金・会費及び本会の事業に伴う収入等によって行う。

2)会計年度は， 4 月 1日より翌年3 月 3 1日迄とする。

第23 条 （入会金・会費）

入会金は次の通りとする

入会金 3,000円

2)会費は次のとおりとする。

年会費 会 員

理 事

評 議 員

賛助会員(1 口）

7,000 円

15,000 円

10,000 円

30,000円

第10章 会則の交更

第24条 （会則の変更）

会則の変更は， 理事会及び評議員会の議を経て総会の議決によって行う。

付 則

この規則は， 昭和57 年5 月 10日から実施する。

1)昭和58年6 月 1日 一部改正（会費）実施する。

2)昭和58年5 月 1日 付則1-4項削除

3 )昭和59 年7 月 23日 一部追加改正（理事会）実施する。

4)昭和60 年9 月 7日 条項追加改正（名誉会員），（地方会）実施する。

5)平成2 年8 月 4日 一部改正（理事会），（評議員会）実施する。

6)平成4 年8 月 1日 一部追加改正（理事及び理事会）， 改正（事務局）実施する。

7)平成5 年7月30日 条項追加（入会）， 一部追加（地方会），（会計），（会費）実施する。

8)平成6 年7 月 29日 全面改正実施する。
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評 議 員 選 出 規 定

1. この規定は， 会則第17条による評議員選出に関して規定する。

2. (地区・定数）

全国を付表に示す地区に分け， 夫々登堡した地区の会員数の約5% (四捨五入とする） を地

区の評議員定数とする。

3. (被選出資格）

評議員の被選出者となる資格は， 会員となって5年以上の者で選挙公示の日迄に会費を完納

している者。

4 .  (選挙資格）

会員で選挙の公示迄に会費を完納した者。

5. (選挙公示）

評議員の任期満了の1年前の理事長が評議員就任の期間を明示して， 評議員選挙を公示する。

6. (選挙管理委員会）

評議員の互選により選挙管理委員3名を選出し， 理事長が委嘱し選挙管理委員会を組織する。

2)互選により選挙管理委員長を選出し理事長が委嘱する。

7. (投票締切日の公示）

選挙管理委員会の協議により投票締切日を決定し， 会員に公布する。

2)投票締切日は年度末3カ月以上前に決定する

8. 選挙管理委員会は， 地区別選挙人登録者名簿及び被選出者登録名簿を作成し， 定めた締切日

1カ月前迄に選挙人である会員に配布しなくてはならない。

9. 投票は郵送により行い， 投票用紙， 投票用紙入れ密封封筒及び返送用封筒を各選挙人に配布

し， 定められた投票締切日迄に投票を完了するよう文書で徹底周知させる。

2)投票締切日消印は有効とする。

10. 規定による投票用紙は登堡訊胚豆平議員定数による連記制とする。

11. (投票締切）

投票締切日消印の投票封筒の到着をもって締め切る。

12. (開 票）

開票は選挙管理委員全員が立ち会いの上行う。

13. (無効， 有効票）

投票用紙に地区定数以上の者にO印を記入したものは， その投票用紙について全員無効とする。

2) 0印が地区定数にみたない投票用紙については， そのO印を付した者の得票として有効と

する。

3) 0印以外の印（例えばX印， △印等）が記入されたものは， その者については無効とする。

O印のほかに称号， 敬称等の記入は有効とする。

14. (得票及び名簿作成）

各地区毎， 得票数上位の者により定数枠内の者を該当者とし， これに次点者を明示して加え
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て， 票数を記載せずに名簿を作成し， 理事会に提出する。

2)最下位得票者に同数の者のある場合は， 同得票である旨明示して名簿に加える。 この場合

次点者は設けない。

3)次点者に同得票数の者のある場合も同様， 明示して名簿に加えて記載する。

15. (理事長推薦）

理事長は必要に応じ， この選出方法とは別に若干名を評議員として理事会に推薦する事が出来

る。

16. (評議員の決定）

理事会は選挙管理委員会の報告と， 理事長による推薦者について地区毎に審査し， 評議員を

決定する。

17. この規定は， 昭和57年5 月 10日より発効する。

付 則

1)平成2年8月4日 一部改正実施する。

2)平成5年7 月 30日 一部改正実施する。

3)平成6年7 月29日 一部改正実施する。

＜付 表＞

地 区 別

番号 地区名 都 道 府 県 名

1 北 海 道 北海道

2 東 北 青森岩手， 宮城秋田， 山形， 福島

3 関 東 千葉， 茨城栃木， 群馬， 新潟

4 東 尽 東京， 埼玉， 山梨， 長野

5 東 海 神奈川， 岐阜， 静岡， 愛知， 一

6 近畿•北陸 滋賀， 京都， 大阪， 兵庫， 奈良， 和歌山， 福井， 富山， 石川

7 中国・四国 島根， 鳥取， 岡山， 広島， 山口， 徳島， 香川， 愛媛， 高知

8 九 州 福岡， 佐賀， 長崎， 熊本， 大分， 宮崎， 鹿児島， 沖縄
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理事 ・ 監事選出規定

1 .  この規定は， 本会会則第12条 2 項による理事・監事の選出に関して規定する。

2. 理事は20 名以内とし， 地区評議員数に応じて配分する。

3. 監事は2名とする。

4. 理事は， 新評議員が各地区の新評議員の中から理事定数の連記により選出する。

5. 監事は， 新評議員の中から理事会が推薦し新評議員で決定する。

6. 投票締切日は， 理事長が決定し投票は郵送により行う。

2) 投票締切日消印は有効とする。

7. 開票は， 選挙管理委員（評議員選出規定による選挙管理委員が兼ねる）全員の立会いの上

行う。

8. 投票用紙に定数以上の者にO印を記入したものは， その投票用紙については全員無効とす

る。

2) 0印が定数にみたない投票用紙については， そのO印を付した者の得票として有効とす

る。

3) 0印以外の印（例えば， X印， △印等）が記入された者については， その者については

無効とする。

4) 0印の他に称号， 敬称等の記入は有効とする。

9. (得票及び名簿作成）

得票数上位の者により定数枠内の者を該当者とし， 票数を記載せずに名簿を作成し， 理事

会に提出する。

2) 最下位得票者に同数の者のある場合は， 同得票である旨明示して名簿に加える。

10. (理事の決定）

理事長は， 選出された新理事を理事会に報告し理事会の承認を得る。

11. この規定は， 平成2年8月4日より発効する。

付 則

平成 5 年 7 月 30 日 一部改正実施する。

平成6年7月29日 一部改正実施する。
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日本看護研究学会雑誌投稿規定

1. 本誌投稿者は， 著者及び共著者すべて， 本学 会員とする。但し， 編集委員会により依頼したものはこの限り

でない。

2. 原稿が刷り上がりで， 下記の論文種別による制限頁数以下の場合は， その掲載料は無料とする。その制限を

超過した場合は， 所定の料金を徴収する。超過料金は、 刷り上がり超過分， 1頁につき実費とする。

論文類別 制限頁数 原稿枚数（含図表） 原稿用紙 (400字詰） 5 

枚弱で刷り上り 1 頁とい
原 著 1 0 頁 約 4 5 枚

われている。図表は大小
説 1 0 頁 約 4 5 枚

あるが， 1 つが原稿用紙
論 壇 2 頁 約 9 枚

1 枚分以上と考える。
事例報告 3 頁 約 1 5 枚

そ の他 2 頁 約 9 枚

3. 別刷りについては， 予め著者より申し受けて有料で印刷する。

料金は， 30円x刷り上がり頁数X部数 (50部を単位とする）

4. 図表は， B5版用紙にトレ ー スした原図を添えること。また， 印刷業者でトレ ー スが必要になった時はその

実費を徴収する。

5. 原稿には表紙を付け，

1)上段欄に， 表題， 英文表題（各単語の頭文字を大文字とする）， 著者氏名（ロ ー マ字氏名併記）， 所属機

関（英文併記）を記入すること。

2)下段欄は， 本文， 図表， 写真の枚数を明記し， 希望する原稿種別を朱書すること。又， 連絡先の宛名， 住

所， 電話番号を記入すること。

3)別刷を希望する場合， 別刷＊部と朱書すること。

6. 投稿原稿は， 表紙， 本文， 図表， 写真等， オリジナル原稿のすべてに査読用コピ ー 2部を添えて提出する。

7. 投稿原稿の採否及び種別については， 編集委員会で決定する。尚， 原稿は， 原則として返却しない。

8. 校正に当たり， 初校は著者が， 2 校以後は著者校正に基づいて編集委員会が行う。

尚， 校正の際の加筆は一切認めない。

9. 原稿執筆要領は， 別に定める。

10. (原稿送付先）

〒260 千葉市中央区亥鼻1- 8 - 1 

継続看護研究部 内 海

千葉大学看護学部看護実践研究指導センタ ー 内

滉 宛

尚， 封筒の表に， 「日看研誌原稿」と朱書し， 書留郵便で郵送のこと。

11. この規定は， 昭和59年12月 1 日 より発効する。

付則
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日本看護研究学会原稿執筆要項

1 .  原稿用紙85版横書き400字詰めを使用する。

2 .  当用漢字， 新かなづかいを用い， 楷書で簡潔， 明瞭に書くこと。 （ワ ー プロも可能）

3 .  原著の構成は， I .  緒言（はじめに）， II. 研究（実験）方法， ill. 研究結果（研究成績），

N. 考察， V. 結論（むすび），VI. 文献， とし， 項目分けは， 1. 2 .  …， 1) 2 )…，①，②…

の区分とする。

4 .  数字は算用数字を用い， 単位や符号は慣用のものを使用する。特定分野のみで用いられる単位，

略号， 符号や表現には註書きで簡単な説明を加える。

ロ ー マ字は活字体を用い， 出来ればタイプを用いること： mg, Eq等。 イタリックを用いる場合

は， その下にアンダ ー ラインを付すること。

5 .  図表， 写真等は， それを説明する文章の末尾に（表1)のように記入し， さらに本文とは別に

挿入希望の位置を， 原稿の欄外に（表1)のごとく朱書する。 図表は， 原稿本文とは別にまとめ

て， 巻末に添えること。

6 .  文献記載の様式

文献は， 本文の引用箇所の肩に !) , 2) のように番号で示し， 本文原稿の最後に一括して引用番

号順に整理して記載する。 文献著者が2名以上の場合は筆頭者名のみをあげ， 00他とする。

雑誌略名は邦文誌では，医学中央雑誌＂欧文誌では， INDEX MEDICUS 及び INTERNATIONAL

NURSING INDEXに従うものとする。

［記載方法の例示］

・雑誌；近沢判子：看護婦のBurn Ont に関する要因分析 ー ストレス認知， コ ー ビング；及び
BURN OUT の関係一看護研究，21(2 ), pp.159-172 ,  1988 

; Henderson, V. : The Essence of Nursing in High Technology. Nurs. Adm. Q., 

9 ( 4), pp. 1 - 9 ,  Summer 1985. 

；宗像恒次：行動科学からみた健康と病気，184, メヂカルフレンド社， 東京， 1987. 

；分担執筆のものについては：安藤格：心身の成長期の諸問題， 健康科学（本間日臣

他編），214-22 9, 医学書院， 東京，1986.

; Freeman & Heinrich : Communit y Healt h Nunsing Pract ice, W. B. Saunders 

Company, Philadelphia, 1981, 橋本正巳監約， 地域保健と看護活動 ー理論と実践ー，

医学書院サウンダ ース， 東京，1984.

7 .  原著投稿に際しては，2 50語程度の英文抄録(Abst ract)及び， その和文(400字程度）を付け

ること。

8 .  英文タイトルは， 最初（文頭）及び前置詞， 冠詞， 接続詞以外の単語の最初の文字を大文字と

する。

9 .  この規定 は， 昭和59年12月1 日より発効する。

付則

1)平成 5 年 7月30日 一部改正実施する。
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入会申込書記入の説明
•入会する場合は評議員の推薦をえて， この申込書を事務局(〒260千葉市中央区亥鼻1 - 2 -10日本看護研究学会）宛に郵送し，入会金3,0 0 0

円と年会費7,0 0 0円，合計10,000円を郵便振替0 0 1 0 0 - 6 - 3 7 1 3 6日本看護研究学会事務局宛に送金して下さい。
• 氏名の「ふりがな」を忘れないで記入して下さい。
・機関紙等の送料節約の ため，所属一括送付を お願いしておりますの で勤務先住所は，必ずご記入下さい。

地区の指定について
•勤務先又は， 自宅住所のいづれかを地区登録して下さい。尚，地区の指定がない時は，勤務先の地区にいたします。

（き り と り 線）

入 会 申 込 書

日本看護研究学会会長 殿
貴会の趣旨に賛同し会員として 年度より入会いたします。

ふ り がな 自宅TEL

氏 名 所属皿

勤 務 先

〒

勤務先住所

〒

自 宅住 所

推薦者氏名 ⑱ 1会員番号

推薦者所 属

事務局記入欄 年度入会会員番号

平成 年 月 日

地区割

番号 地区名 都 道 府 県 名

1 北 海 道 北海道

2 東 北 青森岩手，宮城秋田，山形，福島

3 関 東 千葉，茨城，栃木，群馬，新潟

4 東 尽 東京，埼玉，山梨，長野

5 東 海 神奈川，岐阜，静岡，愛知，三重

6 近畿•北陸 滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山，福井，富山，石川

7 中国・四国 島根，鳥取岡山，広島，山口，徳島香川，愛媛，高知

8 九 州 福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，宮崎，鹿児島，沖縄






